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規 則 

 

 三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 十 一 月 十 七 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 六 十 六 号 

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 規 則 第 七 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 別 表 第 三 パ ソ コ ン Ｃ Ａ Ｄ 科 の 項 中「機械製図」 を「製図」 に 、「機械工学」 を「工作法」 に 改 め る 。 

   附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

告 示 

 

三重県告示第 789 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 29 年 11 月 17 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 15 年 6 月 27 日 第 18 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

伊賀北部農業協同組合 代表理事組合長 北川 俊一 伊賀市平野西町 1 番 1 

3  変更内容 

農産物検査員の抹消 

氏名 住所 農産物の種類 証明書番号 

金原 冬馬 もみ、玄米、小麦、大麦、はだか麦、大豆 Ｋ2429060 

 

三重県告示第 790 号 

教育関係事業補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

平成 29 年 11 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

教育関係事業補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

教育関係事業補助金等交付要綱（昭和 52 年三重県告示第 52 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第 1 第 14 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄中「児童又は生徒」を「児童生徒又は就学予定者（学校教育法

施行令（昭和 28 年政令第 340 号）第 5 条第 1 項に規定する就学予定者をいう。）」に改める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の教育関係事業補助金等交付要綱の規定は、平成 29 年度分の補助金

等から適用する。 

 

 

公 告 
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 三重県建設工事執行規則（昭和 39 年三重県規則第 16 号）第 4 条第 4 項の規定による登録の有効期間及び申請

の時期を次のとおり定めましたので、公告します。 

   平成 29 年 11 月 17 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  登録の有効期間 

   平成 30～33 年度三重県建設工事等入札参加資格者名簿（建設工事、測量・建設コンサルタント等）登録の 

有効期間は、平成 30 年 6 月 1 日から平成 34 年 5 月 31 日までとします。 

2  申請の受付期間及び受付場所 

 県内に本店を有する者、県外に本店を有する者いずれも入札参加資格審査申請（建設工事、測量・建設コン

サルタント等）の受付期間及び受付場所は、次のとおりとし、郵送によるもののみ受け付けます。 

受付期間 受付場所 

平成 30 年 1 月 5 日（金）から 
同年 2 月 5 日（月）午後 5 時まで 

〒514-0002 
公益財団法人 三重県建設技術センター                          
(三重県津市島崎町 56 番地)                     

3  問い合わせ先 

   三重県津市広明町 13 番地 

   三重県県土整備部建設業課 

  電話 059-224-2723 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県熊野建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

   平成 29 年 11 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

指 定 
年 月 日 

申  請  者 

道路の位置 

道路幅員及び延長 

氏   名 住  所 
道 路 
番 号 

幅 員 
（ｍ） 

延 長 
（ ｍ ） 

平成 29 年 
11 月 6 日 

清水 利枝 
南牟婁郡御浜町大字志原
1951-2 

南牟婁郡御浜町大字
志原字平見 1955-14 

Ａ 4.0 34.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 
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